
 

 

In depth 1 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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暗号資産および関連取引：IFRS に基づく会計上の検討事項 
FAQ 2.2.1.2－暗号資産の保有に関して、企業は IAS 第 38 号の測定および表示の

原則をどのように適用すべきでしょうか 

企業が、IAS第38号「無形資産」に基づく以下の定義を満たす暗号資産を保有している場合には、無形資産として

会計処理することが適切である可能性があります。 

● 過去の事象の結果として企業が支配し（すなわち、企業は、資産が生み出す経済的便益を獲得し、他

者による当該便益へのアクセスを制限するパワーを有している）、かつ将来の経済的便益が企業に流

入することが期待される資源である。 

● 個別に売却、交換、移転することができるため、識別可能である。 

● 現金または貨幣性資産ではない。 

● 物理的実体がない。 

IAS第38号の範囲に含まれる無形資産は、取得原価モデルまたは再評価モデルを用いて測定できますが、会計

方針として後者を選択する場合には、特定の個別の資産について活発な市場が存在することが求められます。 

公正価値で測定される無形資産に分類される暗号資産は、財務諸表においてどのように表示すべきか 

財務諸表はIFRS基準に従って作成され、暗号資産は取得原価か再評価額で表示する必要があります。「再評価

額」は、再評価日の資産の公正価値から再評価日以降の償却累計額および減損損失累計額を控除した額と定義

されています。一方、一定の業種（投資ファンドなど）には、保有する資産を公正価値で開示または測定し、その変

動を純損益で認識するという実務が存在する可能性があります。IAS第38号には業種に関する免除規定がないた

め、無形資産に分類される暗号資産は、常にIAS第38号に従って（すなわち、企業の方針や活発な市場の存在の

有無に応じて取得原価か再評価額かのいずれかで）測定し、開示しなければなりません。 

さらに、企業が再評価モデルを用いて無形資産を測定する場合、IAS第38号第85項は、再評価の結果としての利

得をその他の包括利益（OCI）に認識し、「再評価剰余金」の表題で資本に累積させることを要求しています。 

経営者が、財務諸表外で個別に、暗号資産に関する公正価値、その財務上の影響、またはその他の管理情報

（非GAAP測定値）を開示すると決定した場合、（現地の規制上の要求に応じて）IFRS基準に基づく残高と非

GAAP測定値との間の差異を示す調整表が要求される可能性があります。 

企業は、IAS第38号に基づき取得原価で測定する場合に処分された暗号資産の原価をどのように決定すべきか 

暗号資産の保有を無形資産として分類し、取得原価モデルを用いて測定する企業は、処分された資産の原価を

決定する必要があります。IAS第38号には、多数の類似した項目が存在する場合の取得原価の決定に関するガ

イダンスはありません。 

IAS第8号第10項から第12項は、取引その他の事象または状況に具体的に当てはまるIFRSが存在しない場合に

は、経営者は、会計方針を策定し適用する際に判断を用いなければならないと述べています。IAS第8号第11項
に記載されている判断を行うにあたり、特に、経営者は次に掲げる根拠資料を上から順に参照し、その適用可能

性を検討しなければなりません。 

● 類似の事項や関連する事項を扱っているIFRSの要求事項 

● 「財務報告に関する概念フレームワーク」（「概念フレームワーク」）における資産、負債、収益および費

用に関する定義、認識規準および測定概念。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_38_intangible_as__11_INT/measurement_after_re__14_INT.html#pwc-topic.dita_0808171411129997_IAS38_pr85
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_38_intangible_as__11_INT/measurement_after_re__14_INT.html#pwc-topic.dita_0808171411129997_IAS38_pr85
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr10
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr10
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr11
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr11
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr11


 

 

In depth 2 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

IAS第8号第10項に記載されている判断を行うにあたり、経営者は、会計基準を開発するために類似の概念フレ

ームワークを使用している他の会計基準設定主体の直近の基準書等の文書、その他の会計上の専門的文献、お

よび一般に認められている業界実務慣行も、IAS第8号第11項に記載されている根拠資料に反しない範囲におい

て、考慮することができます。 

このように、企業の経営者は、多数の類似した項目が存在する場合の処分される資産の原価の決定において、

IAS第2号の原則を参照することができます。個別の実際原価を用いる代わりに原価を算出する技法は、多数の

類似した項目が存在する場合に利用することができます。IAS第2号に基づく原価の測定に関するより詳しい解説

については、PwC IFRSマニュアル第25章の25.30項から25.33項（和訳はこちら）をご参照ください。 
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https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr10
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr10
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr11
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_8_accounting_pol__5_INT/accounting_policies__16_INT.html#pwc-topic.dita_0850174811084694_IAS08_pr11
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/measurement__7_INT.html#pwc-topic.dita_1647091409154380_moa_25_30
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/measurement__7_INT.html#pwc-topic.dita_1647091409154380_moa_25_30
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/25_inventories_ias_2_JP/measurement.html#pwc-topic.dita_2fecb847-4b2f-405c-b08c-668701eb9337
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